
平成 28 年３月 14 日 

 

 魚沼市議会議長 浅 井 守 雄 様 

 

                      議会運営委員会 

                       委員長 森 島 守 人 

 

議会運営委員会調査報告書 

 

 本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則

第 110 条の規定により報告します。 

 

                   記 

 

１  調査事件名  （１）遠藤徳一議員に対する処分要求書の取扱いについて  

 

２  調査の経過   ３月 14 日、委員会を開催し、上記案件について協議した。 

結果、３月 18 日の本会議の日程に掲げ、同日、懲罰特別委員会

を設置のうえ審査し、全議案終了後に懲罰特別委員長報告を受け、

採決とすることとした。 
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議会運営委員会会議録 
 

１ 調査事件 

（１）遠藤徳一議員に対する処分要求について 

 

２ 日  時  平成 28 年３月 14 日 午後３時 30 分 

 

３ 場  所  広神庁舎 ３階 301 会議室 

 

４ 出席委員  遠藤徳一、渡辺一美、高野甲子雄、本田 篤、森島守人、大屋角政 

岡部計夫(浅井守雄議長) 

 

５ 欠席委員  なし 

 

６ 説 明 員   なし 

 

７ 書  記  小幡議会事務局長、桜井議会事務局次長 

 

８ 経  過 

 

開  会（15：30） 

 

森島委員長  定足数に達していますので、ただいまから議会運営員会を開会します。 

 

（１）遠藤徳一議員に対する処分要求について 

 

森島委員長  日程第１、遠藤徳一議員に対する処分要求についてを議題といたします。案件

につきましては、３月 13 日付けで渡辺一美議員から議長宛に遠藤徳一議員に対する処分

要求書が提出された件になります。当事者であります渡辺一美委員、遠藤徳一委員の除斥

について皆さんにお諮りさせていただきます。しばらくの間、休憩とします。 

 

  休  憩（15：32） 

 

  休憩中に事務局長より流れについて説明 

 

  再  開（15：32） 

 

森島委員長  休憩を解き会議を再開します。当事者の除斥についてお諮りします。（除斥の

声あり）除斥でよろしいか。（異議なし）そのように決しました。お二人は退席願います。 

しばらくの間、休憩とします。 
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  休  憩（15：33） 

 

  渡辺一美委員、遠藤徳一委員退席 

 

  再  開（15：33） 

 

森島委員長  休憩を解き会議を再開いたします。このことにつきまして事務局長より説明を

させます。 

小幡議会事務局長  （処分要求書の取扱いについて説明） 

森島委員長  しばらくの間、休憩とします。 

 

  休  憩（15：38） 

 

  休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（15：43） 

 

森島委員長  休憩を解き会議を再開します。処分要求についての議事日程は、日程の最後に

付け加えることでよろしいか。（異議なし）異議なしと認め、そのように決しました。決

めるべき事項がありましたら事務局長より説明させます。 

小幡議会事務局長  懲罰特別委員会の委員構成を協議願います。 

森島委員長  しばらくの間、休憩とします。 

 

  休  憩（15：44） 

 

  休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（15：45） 

 

森島委員長  休憩を解き会議を再開します。懲罰特別委員会のメンバーは、渡辺一美委員、

遠藤徳一委員お二人を除く議会運営委員会の委員と渡辺一美議員、遠藤徳一議員所属会派

から各１名ずつ入り構成メンバー７名での委員会とする。そして当日中には結論を出して

いただくということでよろしいでしょうか。（はい）そのように決しました。 

小幡議会事務局長  委員会が設置されますと年長委員から正副委員長の互選をしていただ

く必要があります。時間がない中、進めていく中で投票によるのか、指名推選によるのか

そうしたこともあります。それらについても事前に協議をいただいておいた方がスムーズ

にいくのかなと思います。 

森島委員長  今、事務局長より正副委員長の選出について話がありました。これは除斥され

ている２人がおりますので、新しく入った２人を入れた７名で決定させていただきます。
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それでよろしいでしょうか。（異議なし）異議がないようでありますのでそのように決定

いたします。しばらくの間、休憩とします。 

 

  休  憩（15：48） 

 

  休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（15：55） 

 

森島委員長  休憩を解き会議を再開します。除斥者の入室をお願いします。（除斥者入室）

今ほど決まったことについて全委員の方に報告させていただきます。処分要求書の取扱い

については最終日全議案終了後、日程に入れることとする。特別委員会委員を選任するに

あたっては、渡辺一美委員、遠藤徳一委員お二人の除斥メンバーの代わりに、渡辺議員、

遠藤議員の所属会派の方々から各１名が懲罰委員会のメンバーに入り７名で構成させて

いただく。 

委員長につきましては、年長者による仮委員長で行います。そのことについては、委員

会の中で投票又は指名推選により決めさせていただくということであります。 

遠藤議員の弁明の機会は本人の意思を尊重して設けさせていただくということで話が

ありましたのでそのようにお願いしたいと思います。他に何かありませんか。（なし）な

ければ、これで議会運営委員会を閉じさせていただきます。本日の会議録は委員長に一任

をお願いします。 

 

  閉  会（15：58） 

 


